
岩手県議会訓令第３号 

                                                      事務局 

 職員定数規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  平成 19 年３月 30日 

                                          岩手県議会議長 伊 藤 勢 至  

   職員定数規程の一部を改正する訓令 

 職員定数規程（昭和 44年岩手県議会訓令第５号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（定数） （定数） 

第２条 議会事務局に置かれる職員の分課別の定数は、次

のとおりとする。 

第２条 議会事務局に置かれる職員の分課別の定数は、次

のとおりとする。 

 区 分 書 記 書記以外の職員 計 区 分 書 記 書記以外の職員 計  

 総 務 課 13 ６ 19 総 務 課 11 １ 12  

 議 事 課 ８  ８  

 調 査 課 ９  ９ 

議事調査課 21  21 

 

 計 30 ６ 36  計 32 １ 33  

２ ［略］ ２ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この訓令は、平成 19年４月１日から施行する。 

 


		2007-03-28T17:48:55+0900
	岩手県盛岡市内丸10番1号
	岩手県
	発行者証明




